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2024.6.15 共通番号いらないネット：原田富弘 

スマホへのマイナンバーカード機能の搭載と監視 

[1]警察・公安機関が利用可能なマイナンバー制度 
 (1)マイナンバー制度＝個人を識別特定し個人情報を分野を超えて生涯ひも付ける社会基盤 

        【マイナンバー概要資料平成28年8月版(内閣官房・内閣府)に経過を加筆）】 

 (2)警察や公安機関がマイナンバーを利用可能･･････番号法第９条(利用範囲)6 

「第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、

その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる」 

 第19条第15号に刑事事件の捜査、その他政令で定める公益上の必要があるときが規定 

     政令で、破防法、組対法、国際捜査共助、犯罪収益移転防止法等の事務で利用を認める 

 警察による恣意的な利用が可能・・・マイナンバー違憲差止訴訟の争点の一つ 

 番号法20条で収集・保管が可能で、特定個人情報ファイルの作成制限(29条)もない 

 個人情報保護委員会の監督も及ばず(36条)。情報提供記録をマイナポータルで確認できず 

 (3)2022年警察法・道交法改正 

  ・警察庁にサイバー警察局、サイバー特別捜査隊⇒2024/4サイバー特別捜査部に強化 

  ・運転免許証とマイナンバーカードの一体化（希望者のみ）・・・本年度中に開始 

    マイナカードに運転免許証情報を記録し、警官がリーダーで読み出し運転資格を確認 

  ・あわせて、都道府県警察が管理する運転免許や相談情報を警察庁の警察共通基盤に一元化 

 (4)2023年6月2日、３分野以外への利用拡大と法定主義を緩和する番号法改正成立 

・第３条「基本理念」改正し、税・社会保障・災害、その他の行政事務で利用促進を規定 

・制限列挙する利用事務（法別表第１）に「準ずる事務」と行政が判断すれば利用可能に 

・提供事務を法定してきた法別表第２を廃止し、利用事務であれば提供可能に 

個人・法人 

番号通知 

2015年10月   

情報提供ネットワークシステム 
2017年7月試行－11月本格運用 

個人番号(マイナンバー)カード 
  2016年1月交付開始 
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 (５)マイナンバー制度の治安的利用の可能性が高まっている 

共謀罪により、刑事事件捜査と公安調査の境界が曖昧に 

  「身辺調査法（経済安保版秘密保護法）」により内閣府に適正評価の一元的な調査機関新設 

[2]マイナンバーカード機能のスマホ搭載 

 (1)マイナンバーカード（個人番号カード）の役割の変質 

  そもそもは、マイナンバー提供時の成り済まし防止のための本人確認手段（番号法16条） 

   ＋ 廃止された住基カードの代わりに、オンライン申請のための電子証明書の記録媒体 

      ↓ 

  自民党政権下で、マイナンバーカードを基盤としたデジタル社会の構築へ 

   自民党IT戦略特命委員会「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ」 

    マイナカードの電子証明書（公的個人認証）の活用で「ワンカード化」を促進 

   2019/6/4「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」 

    2023/3 ほぼ全住民にマイナカード所持を目ざす・・・「デジタル社会のパスポート」 

 (2)スマホ搭載とは 

 ・2021年公的個人認証法改正で、電子証明書の移動端末設備用のコピーをスマホ搭載可能に 

   マイナンバーカードの取得前提。2023/5/11利用開始（android）、来年iPhone予定 

   bat 申請等では、別途顔写真などを送る必要あり、普及が制約 

 ・2024/5/31法改正で、氏名・生年月日・住所・性別・マイナンバー・顔写真も搭載可能 

   スマホのみで、対面・非対面の本人確認・番号確認・電子署名・本人認証を可能に 

 ・スマホとマイナカードをオンライン・デジタル化の基盤としデジタル社会を推進 
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[3]コード(共通番号)とカード(個人番号カード)による市民監視 

(1)電子証明書の発行番号（シリアル番号）による官民の利用情報の名寄せ・ひも付けの危険 

  

(2)電子証明書とは？･･････公的個人認証法で規定、マイナンバー制度とは別の制度。一人各一つ 

   署名用電子証明書（電子版の印鑑登録）＝本人確認と文書の改ざん防止 

   利用者証明用電子証明書(電子版の顧客カード)＝ログイン時に利用者本人であることを証明 

  5年更新で発行番号は変わるが、J-LISの新旧番号のひも付けサービスで個人識別に利用可能 

  利用例・・・ｅ－Ｔａｘ、マイナポータル、マイナ保険証、マイナポイント、等 

(3) オンラインサービスの利用状況が把握可能 

 ・今国会でデジタル庁認証アプリにより利用状況の一元管理の危険が問題に(4/25衆院特別委) 

   ▽デジタル庁の｢デジタル認証アプリ｣迷走…オンライン利用履歴、政府に集中するリスク 

     (読売オンライン2024/04/24）https://www.yomiuri.co.jp/national/20240423-OYT1T50126/ 

   ▽マイナカード「認証アプリ」にプライバシーリスクの指摘（日経2024年4月4日） 

     https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2646O0W4A320C2000000/ 

  ・違憲差止訴訟では公的個人認証を管理するJ-LISに利用履歴が蓄積されることなど指摘 

   東京訴訟準備書面(5) http://www.bango-iranai.net/suit/document/0257-20220511TokyoDefendant.pdf 

 (4)法の規制が不十分なまま利用拡大･･････利用者のデータマッチングに利用可能 

・番号法では規制なし。公的個人認証法はJ-LISや総務大臣の認定を受けた民間事業者が、電

子証明書の発行番号と紐付けたデータベースを構築することを制限する規定はない(63条) 

・実際にマイキープラットフォームでは、マイキーＩＤと電子証明書発行番号とマイナポイン

トや図書カード等の利用事務とをひも付けたデータベースを構築している 

・国会では「デジタル庁職員はそれを逐一チェックしない」「個人を結びつけることは、あえて

しなければできない」「現在四情報と紐付ける仕組みはない」など曖昧な答弁に終始 
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